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投資法人の税会不一致に係る 2015 年度

税制改正について

April 2015

In brief

2015 年度税制改正法案が 2015 年 3 月 31 日に国会で可決・成立し、当該改正に係る政省令が同日に公布

されました。また、これに伴い、投資法人の計算に関する規則についても所要の改正がなされています。

2015 年度税制改正において、投資法人が行う金銭の分配のうち、投資法人の計算に関する規則に規定する

「一時差異等調整引当額」の増加額に相当する金額を配当等の額として取り扱い、投資主において課税され

る一方、当該投資法人において損金算入することが可能になります。また、支払配当等の額が配当可能利益

の額の 90%を超えていることとする要件について、「一時差異等調整積立金」の積立額を配当可能利益の額

から控除することになります。

In detail

1. 投資法人の税会不一致に係る改正の概要

従来、投資法人の会計と税務の処理の差異（税会不

一致）に伴い、会計上の利益と税務上の所得に差異

が生じた場合に、会計上の利益を上回る税務上の所

得を分配したとしても、上回る部分は損金算入が可

能な配当等の額として取り扱われなかったため（現行

は資本の払戻し）、投資法人で課税が発生していま

した。不動産証券化市場の活性化を図る観点からは、

このような投資法人の活動の制約を解消していく必

要がありました。

2015年度（平成27年度）税制改正において、投資法

人が行う投資信託および投資法人に関する法律第

137条の金銭の分配のうち、投資法人の計算に関す

る規則(以下、「投資法人計算規則」)に規定する「一

時差異等調整引当額」の増加額に相当する金額に

ついては、通常の利益の分配と同様、税務上、「配

当等」の額として取り扱われ、投資主において課税さ

れる一方、当該投資法人において損金算入すること

が可能になります。

また、支払配当等の額が配当可能利益の額の90%を

超えていることとする要件について、「一時差異等調

整積立金」の積立額や「一時差異等調整引当額」の

戻入額を配当可能利益の額から控除する等の手当

てがなされています。

なお、改正は、投資法人の2015年4月1日以後に開

始する事業年度分の法人税より適用されます。
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2. 投資法人の計算に関する規則の改正

(1) 一時差異等調整引当額

2015年3月31日に改正された投資法人計算規則（2015年4月1日施行）において、一時差異等調整引当額が定義され、税務上

の所得が会計上の利益を上回る金額および純資産の部に計上された評価損等について、一時差異等調整引当額として、利

益処分に充当できることになります。

一時差異等調整引当額とは、利益を超えて投資主に分配された金額（以下、「利益超過分配金額」）のうち、以下に掲げる額の

合計額の範囲内において、利益処分に充当するものをいいます。

① 所得超過税会不一致： 益金の額から損金の額を控除して得た額が、収益および利益（以下、「収益等」）の合計額から一

定の費用(*1)および損失（以下、「費用等」）の合計額を控除して得た額を超える場合における税

会不一致(*2)

(*1) 一定の費用には、法人税法等の規定により、交際費等、寄附金または法人税等として計上されたものであって、各営

業期間の法人税法上の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないものを含みません。

(*2) 税会不一致とは、各営業期間において損益計算書に計上した会計上の収益等の合計額から費用等の合計額を控

除して得た額と、当該各営業期間における法人税法上の益金の額から損金（金銭の分配または繰越欠損金に係る

損金を除く）の額を控除して得た額との差額をいいます。

② 純資産控除項目： 評価・換算差額等、新投資口予約権、新投資口申込証拠金および自己投資口の合計額が負とな

る場合における当該合計額

(2) 一時差異等調整積立金

投資法人計算規則において、一時差異等調整積立金が定義され、会計上の利益が法人税法上の所得を上回る額について、

任意積立金として、一時差異等調整積立金を計上できることになります。

一時差異等調整積立金とは、投資法人が、金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた任意積立金のうち、利益超過税会不

一致の範囲内において、将来の利益処分に充当する目的のために留保したものをいいます。

利益超過税会不一致: 会計上の収益等の合計額から費用等の合計額を控除して得た額が、益金の額から損金の額を控

除して得た額を超える場合における税会不一致

(3) 一時差異等調整引当額および一時差異等調整積立金に係る開示義務

投資法人計算規則において、一時差異等調整引当額の戻入れおよび一時差異等調整積立金の取崩しの処理に関する事項

は、投資法人の貸借対照表に注記することになります。

(4) 負ののれん発生益に係る任意積立金等に関する経過措置

2015年4月1日の属する営業期間に係る貸借対照表上の任意積立金および一定の当期未処分利益のうち、当該営業期間以前

の営業期間において、負ののれん発生益に細分された金額がある場合、2017年3月31日までの間に終了する営業期間のうち

いずれかの営業期間に係る金銭の分配に係る計算書において、当該金額を一時差異等調整積立金として積み立てることがで

きます。
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3. 投資法人に係る課税の特例

(1) 所得税法および法人税法における配当等の額

2015年度税制改正において、所得税法第24条第1項および法人税法第23条第1項に規定する配当等の定義が改正され、投資

法人の出資総額等の減少に伴う金銭の分配であっても、出資総額等の減少額が一時差異等調整引当額の増加額と同額であ

る場合、当該金銭の分配は配当等として取り扱われ、投資主において配当等に係る所得として課税されることになります。

(2) 投資法人における課税の特例

従来、投資法人が行う金銭の分配のうち、利益の配当からなる部分の金額で、一定の要件（以下、「導管性要件」）を満たす事

業年度に係るものは、その投資法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができるとされていまし

た。

2015年度税制改正において、投資法人の出資総額等の減少に伴う金銭の分配であっても、出資総額等の減少額が一時差異

等調整引当額の増加額と同額である場合、当該金銭の分配の額は、通常の利益の配当と同様、導管性要件を満たす場合、そ

の投資法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することになります。

(3) 投資法人における導管性要件

従来、投資法人が導管性要件を満たすためには、その事業年度に係る配当等の額の支払額が当該事業年度の配当可能利益

の額の90%を超えていることが必要（以下、「90%超配当要件」）とされていました。配当可能利益の額は、会計上の税引前当期

純利益金額を基準として一定の金額を控除または加算した金額とされていました。

2015年度税制改正において、90%超配当要件について、配当可能利益の額の計算上、当該事業年度に係る金銭分配計算書

において一時差異等調整積立金の積立額に細分された金額は配当可能利益の額から控除することになります。

配当可能利益の額の計算上、控除された一時差異等調整積立金の積立額がある場合には、その事業年度後の各事業年度の

配当可能利益の額の計算において、以下に掲げる金額の合計額を加算することになります。

① 当該各事業年度に係る損益計算書において一時差異等調整積立金の取崩しの額として表示された金額

② 当該各事業年度に係る金銭分配計算書において任意積立金の取崩高として表示された金額のうち一時差異等調整積立

金の取崩高として表示された金額

また、金銭の分配の額のうち、利益超過分配金額に該当する金額（一時差異等調整引当額として区分されるものを含む）は、配

当可能利益の額に加算されます。

(4) 負ののれん発生益の額に係る経過措置

従来、配当可能利益の額の計算上、控除された負ののれん発生益の金額（以下、「控除済負ののれん発生益の額」）がある場

合には、その事業年度以後の各事業年度の配当可能利益の額の計算において、原則として控除済負ののれん発生益の額に

当該各事業年度の月数を乗じて、これを1,200で除して計算した金額を加算することとされていました（以下、「100年均等償

却」）。

2015年度税制改正において、投資法人計算規則に規定する負ののれん発生益に係る任意積立金等に関する経過措置の適

用を受ける場合、金銭の分配に係る計算書において、当該経過措置の適用により一時差異等調整積立金として積み立てられ

た金額（以下、「経過措置積立額」）は、当該計算書の属する事業年度に係る一時差異等調整積立金の積立額に細分された金

額とみなすことになります。この経過措置を適用する場合、適用以後の営業期間については、100年均等償却の規定は適用し

ないこととされます。
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